
平成 30 年７月１日以降 適用 

 

県営建設（建築）工事の設計業務等委託料積算要領 第２章３．２(3)に 

おける算定係数（平成 30 年度版） 

 

 

   ○ 「建築改修工事分の設計に必要となる図面１枚毎の業務人・時間数」関係 

算定係数１ 0.18501

 

○ 「設備改修工事分の設計に必要となる図面１枚毎の業務人・時間数」関係 

算定係数２ 0.09103

 

○ 「換算人・時間数１の算定」関係 

算定係数３ 423.73

 

○ 「換算人・時間数２の算定」関係 

算定係数４ 56.760

 

 


